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駐⾞場ご利⽤⽅法変更のお知らせ
若林区役所では北側・南側の各駐⾞場を⺠間へ貸付け24時間営業の無⼈精算⽅式へ変更することになりま
した。変更は令和4年2⽉1⽇(⽕)からになります。

駐⾞スペースに駐⾞し、庁舎内に
駐⾞券をお持ちください。

駐⾞券発⾏ボタンを押し
駐⾞券を取ります。

⽤務先にて駐⾞券を提⽰します。

下記にて割引処理を
⾏なってください。

出⼝ゲートにて割引処理済みの駐⾞券
を挿⼊します。
差額のある⽅は精算してください。

精算終了後、ゲートバーが上昇
しますので出庫してください。

2⽉1⽇(⽕)からの駐⾞券割引処理は各⽤務先にて⾏なってください。
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